
一般社団法人日本肘関節学会 
会費規程 

 
（趣 旨） 
第１条  この規程は、一般社団法人日本肘関節学会定款第 8 条に基づき、会員の会費につ

いて定めるものとする。 
 
（会 費） 
第２条  会員の入会金及び年会費は、次の通りとする。 
（１）  正会員   入会金 10,000 円  年会費 10,000 円 
（２）  準会員   入会金  5,000 円  年会費  5,000 円 
（３）  賛助会員  年額 一口 50,000 円 を 一口以上 
 
（会費の免除） 
第３条 名誉会員、功労会員は年会費を納めることを要しない。 
２ 学術集会において発表するための演者として会長が特に認めた者は、年会費を納める

ことを要しない。 
３ その他、理事会で一定期間の会費免除が認められた場合はその期間中の年会費を納め

ることを要しない。 
 
（会費納入期限等） 
第４条  会費は、その事業年度の１２月３１日までに、会費の全額を納入するものとする。

ただし、新規加入会員については、入会時に入会年度の会費の全額を納入しなければならな

い。 
 
（再入会時の会費細則） 
第５条  退会した正会員、準会員が再入会を希望する場合は、理事会で会費免除が認めら

れた場合を除いて、退会期間中の会費を納入する必要がある。 
２ 退会期間中の会費免除を希望する正会員、準会員は、所定の要望書（様式 5）を事務局

に提出しなければならない。提出された書面の内容が、理事会において正当な理由と認めら

れれば退会期間中の会費が免除される。 
３ 第２項により、退会期間中の会費が免除された場合でも、以前の会員時において学会誌

を送付された期間中に未納期間があればその分についてはさかのぼって納入する必要があ

る。 
 
（規程の変更） 



第６条  この規程は、理事会の決議によって変更することができる。 
 
附則 
１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
２ この改訂規程は、令和６年３月１日から施行する。 


